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第４章 緑の保全及び緑化の推進のための施策 

４-１ 基本施策 

４-１ 基本施策 

  各基本方針に対応した基本施策を示します。 

 

 

 

 

 

 

①樹林地の緑の保全 関係課 

■地域森林計画対象民有林や保安林の保全 

森林経営計画に基づき、富里市森林再生プランにより、森林の多面的機能が

発揮された森林へと再生の促進を図ります。 

また、カーボンニュートラルの達成に向け、森林整備の促進に努めます。 

農政課 

■生物多様性に配慮した樹林地の保全 

国・県・関係団体と連携を図り、貴重な動植物の分布・生息状況などの把握

を行い、保護に必要な基礎データの確保に努めます。 

また、貴重な動植物や植物群生の保護に努めるとともに、市民の環境保全意

識の高揚を図ります。 

環境課 

 

②谷津の緑の保全 関係課 

■谷津の保全、再生に取り組む市民活動団体等への支援 

市内で公益活動を実施する団体に対して公募型の補助金を交付し、財政的

支援を行います。 

また、とみさと市民活動サポートセンターを拠点として、市民活動団体等へ

の交流の場の提供、市民活動に関する情報収集と情報発信の場の提供を行い、

活動の継続と拡充に繋がるように支援します。 

市民活動推進課 

■谷津田の保全 

谷津田にある農地、水路、農道等の地域資源の保全管理を行う地域の共同活

動組織（農村環境保全団体）に支援を行うことで、谷津田の保全を図ります。 

農政課 

良好な谷津田を保全するため、農地法による規制を行います。 農業委員会 

■谷津の自然環境の保全 

谷津の自然環境の保全と活用を図る取組の実施及び周知を行います。 
環境課 

基本方針 1：緑を守る 

基本施策 1：樹林地・谷津・里山・農地の緑を守ります 

施策の展開 
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第４章 緑の保全及び緑化の推進のための施策 

４-１ 基本施策 

③里山の緑の保全 関係課 

■里山の保全、再生に取り組む市民活動団体等への支援 

市内で公益活動を実施する団体に対して公募型の補助金を交付し、財政的

支援を行います。 

また、とみさと市民活動サポートセンターを拠点として、市民活動団体等へ

の交流の場の提供、市民活動に関する情報収集と情報発信の場の提供を行い、

活動の継続と拡充に繋がるように支援します。 

市民活動推進課 

■里山の保全 

富里市森林整備計画に基づき、市民活動団体と連携し、地域住民参加による

森林整備の推進を図ります。 

農政課 

源流域の自然環境の保全と活用を図る取組の実施及び周知を行います。 環境課 

 

④農地の緑の保全 関係課 

■農地の確保、保全 

農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農用地区域を指定し、農地の確

保・保全に努めます。 

農政課 

■農村環境の維持向上 

農村環境の維持向上を図るため、地域の共同活動組織（農村環境保全団体）

を支援し、農地、水、環境保全の向上を推進します。 

農政課 

■生産緑地の保全 

生産緑地地区に指定された農地については、良好な都市環境の形成のため

の保全に努めます。 

都市計画課 

 

⑤耕作放棄地の解消 関係課 

■耕作放棄地対策の推進 

農地中間管理事業などによる農地の集積・集約化の促進により、荒廃農地の

発生防止・解消に向け対策を図ります。 

農政課 

農業委員、農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局職員による定期的な

農地パトロールを実施し、農地の荒廃化を抑制します。 
農業委員会 
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■市内の森林整備 ■市民団体による谷津の再生 

第４章 緑の保全及び緑化の推進のための施策 

４-１ 基本施策 

出典：おしどりの里を育む会 

 

 

施策の指標 
施策の 

展開番号 

現状値 

令和 2年度 

（2020 年度） 

目標値 

令和 13年度 

（2031 年度） 

森林再生プラン対象森林面積 ① ③ 6.48ha 17ha 

森林再生面積 ① 0ha 11ha 

貴重な動植物の保全活動 ① 2回/年 4回/年 

とみさと市民活動サポートセンターへの 

相談、問合せ件数 
② ③ 114 件/年 150 件/年 

とみさと市民活動サポートセンター登録団体数

（環境保全） 
② ③ 7団体 9団体 

共同活動組織数 

（農村環境保全団体） 
② ④ 7組織 7組織 

農用地区域面積 ④ 2,054ha 2,054ha 

生産緑地地区指定箇所数 ④ 40箇所 40 箇所 

荒廃農地面積 ⑤ 70ha 65ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑥宅地開発事業等への指導 関係課 

■宅地開発事業者へ緑地確保の指導 

富里市宅地開発指導要綱に基づき、宅地開発事業者へ緑地の確保を指導し

ます。 

都市計画課 

施策の指標 
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第４章 緑の保全及び緑化の推進のための施策 

４-１ 基本施策 

 

 

 

 

①貴重な歴史遺産の保護 関係課 

■中沢城址の保護 

富里市指定記念物の「中沢城址」は、典型的な単郭式の山城であり、全体が

木々に覆われていますが、遺構の遺存状態は良好であるため、市民ボランティ

アによる倒木の除去や下草刈りなどを実施し、その遺構を保全している木々

を適切に管理していきます。 

また、必要に応じて、登城ルートの草刈りを実施し、歴史を伝える貴重な遺

構の保護に努めます。 

生涯学習課 

■野馬土手、野馬捕込の保全 

高野牧の野馬捕込跡や市内に点在している野馬土手は、江戸時代に当地が

徳川幕府の直轄牧であったことを物語る貴重な歴史遺産であるため、必要に

応じて、高野牧野馬捕込跡の下草刈りを実施し、歴史を伝える貴重な遺構の保

護に努めます。 

生涯学習課 

 

②寺社境内地の緑の保全 関係課 

■寺社境内の樹林の保全 

寺社境内には、いわゆる「鎮守の森」と呼ばれる良好な森林資源があり、中

には「御神木」と呼ばれる巨樹・古木も含まれています。 

 そのような「鎮守の森」や「御神木」は、地域の歴史を伝える貴重な歴史遺

産であると同時に集落や田園風景を形成する要素でもあることから、巨樹・古

木の調査を実施するなど、寺社境内地の緑の保全に努めます。 

生涯学習課 

■寺社境内の歴史遺産の保護 

寺社は、地域に根差したものであり、その地域を長い間見守ってきた存在で

もあります。そのような寺社の本堂・本殿といった建造物や境内に建つ石造文

化財などは、地域の景観を形成する要素でもあり、境内地の「鎮守の森」や「御

神木」との調和とも関係しており、調査を実施し、保護していきます。 

生涯学習課 

 

  

基本施策 2：歴史の緑を守ります 

施策の展開 
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第４章 緑の保全及び緑化の推進のための施策 

４-１ 基本施策 

■市民団体による中沢城址の整備 

出典：NPO法人 NPO富里のホタル 

■境内の樹木 

 

 

施策の指標 
施策の 

展開番号 

現状値 

令和 2年度 

（2020 年度） 

目標値 

令和 13年度 

（2031 年度） 

歴史遺産の保全整備箇所数 ① 2箇所/年 2箇所/年 

巨樹・古木等の調査箇所数 ② 1箇所/年 1箇所/年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策の指標 
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第４章 緑の保全及び緑化の推進のための施策 

４-１ 基本施策 

 

 

 

 

 

①街路樹の整備・維持管理 関係課 

■街路樹の整備・維持管理 

地域住民及び市民団体等と維持管理協定を推進し、良好な道路環境を維持

します。 

建設課 

 

②河川流域の整備・維持管理 関係課 

■生物の生息・移動空間の創出 

河川の水質を常時監視することにより、河川ごとの汚濁状況を把握し、必要

な対策を推進します。 

また、河川水質の維持・向上のため、関係機関との連携による保護活動など

を実施します。 

環境課 

■河川流域の農地の維持 

農地、水路、農道等の地域資源の保全管理を行う地域の共同活動組織（農村

環境保全団体）に支援を行うことで、農地及び水路などの保全を図ります。 

農政課 

■河川流域の維持管理 

関係機関と連携し、根木名川の良好な河川環境の創出を図ります。 
建設課 

 

③宅地間植樹帯等の維持管理 関係課 

■宅地間植樹帯等の維持管理 

日吉台地区の宅地間に植樹されている緑地の維持管理に努めます。 
都市計画課 

 

④都市景観の形成 関係課 

■都市景観の形成 

景観計画を策定し、本市の豊かな緑を中心とした良好な都市景観の形成に

努めます。 

都市計画課 

 

  

基本方針 2：緑を創る 

基本施策 3：水と緑のネットワークを創ります 

施策の展開 
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第４章 緑の保全及び緑化の推進のための施策 

４-１ 基本施策 

■日吉台の宅地間植樹帯 ■高崎川流域の水田 

■市民団体が管理している日吉台中央通りの街路樹と植樹桝 

 

 

施策の指標 
施策の 

展開番号 

現状値 

令和 2年度 

（2020 年度） 

目標値 

令和 13年度 

（2031 年度） 

街路樹の維持管理協定件数 ① 2件 2件 

河川の水質

（BOD 濃度） 

高崎川 
② 

5.6 ㎎/L 5㎎/L 以下 

根木名川 2.8 ㎎/L 3㎎/L 以下を維持 

共同活動組織数（※再掲） 

（農村環境保全団体） 
② 7組織 7組織 

河川の環境保全活動 ② 1回/年 1回/年 

宅地間植樹帯の除草回数 ③ 2回/年 2回/年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策の指標 
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第４章 緑の保全及び緑化の推進のための施策 

４-１ 基本施策 

 

 

 

 

①公園の整備 関係課 

■公園の整備 

富里市宅地開発指導要綱に基づき、宅地開発事業者へ公園整備を指導する

とともに、整備の必要性、緊急性等を考慮し、計画的かつ適正な整備に努めま

す。 

都市計画課 

■児童遊園の整備 

児童遊園は児童の健康増進と情操を豊かにすることを目的とし、安全管理

面に配慮しながら、適正に整備していきます。 

子育て支援課 

 

②身近な防災拠点の整備 関係課 

■公園の防災機能の拡充 

関連する部署との連携を図り、公園の改修の機会等に、延焼防止機能（延焼

遮断効果）の拡充を推進するため、植栽する樹木を防火効果が期待できる種類

への変更を検討します。 

 また、公園施設の改修時等には、防災機能を有したものへの変更を検討し、

公園の防災機能の拡充に努めます。 

防災課 

■公園の防災機能の整備 

防災拠点として、公園の防災機能の向上に努めます。 
都市計画課 

 

③民有地の緑化 関係課 

■地区計画制度による緑化の推進 

地区計画が定められている地区において、「かき又は柵の構造の制限」や「現

存する樹林地、草地等で良好な居住環境の確保に必要なものの保全を図るた

めの制限」によって、緑化の推進に努めます。 

都市計画課 

 

 

 

 

  

基本施策 4：身近な公園・緑地を創ります 

施策の展開 
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第４章 緑の保全及び緑化の推進のための施策 

４-１ 基本施策 

④公共施設の緑化 関係課 

■公共施設における緑化の推進 

市民活動団体等との協働により、市役所庁舎には夏季にグリーンカーテン

を設置し、中部ふれあいセンター及び富里北部コミュニティセンターは季節

ごとの花の植栽による緑化を図ります。 

市民活動推進課 

市役所構内の植栽、正面玄関両側の対となっている欅の剪定等の管理や芝

生の定期的な管理を実施します。 
財政課 

富里市宅地開発指導要綱に基づき、宅地開発事業者へ指導するなど、公園の

緑化に努めるとともに、自治会等と公園管理協定を締結し、市民と協働で除

草、植栽の定期的な管理を行います。 

都市計画課 

自治会等と児童遊園管理協定を締結し、市民と協働で除草、植栽の定期的な

管理を行います。 
子育て支援課 

市内小・中学校の植栽について、春と秋に害虫駆除のための消毒を実施する

とともに、定期的な樹木剪定を行い、樹木の保全及び敷地内の緑化に努めま

す。 

教育総務課 

 

⑤公園施設の長寿命化 関係課 

■公園施設の計画的な維持管理 

自治会等と公園管理協定を締結し、市民と協働で除草、植栽の定期的な管理

を行うとともに、遊具等施設の点検を実施し、維持管理に努めます。 

都市計画課 

■児童遊園の計画的な維持管理 

自治会等と児童遊園管理協定を締結し、市民と協働で除草、植栽の定期的な

管理を行うとともに、遊具等施設の点検を実施し、維持管理に努めます。 

子育て支援課 

 

 

施策の指標 
施策の 

展開番号 

現状値 

令和 2年度 

（2020 年度） 

目標値 

令和 13 年度 

（2031 年度） 

市内公園数 ① 122 箇所 133 箇所 

市民活動団体等の緑化活動公共施設数 ④ 3箇所 3 箇所 

管理協定締結公園数 ④ ⑤ 68箇所 79箇所 

管理協定締結児童遊園数 ④ ⑤ 14箇所 14箇所 

各小・中学校の樹木剪定等の整備回数 ④ 4回/年 4回/年 

  

施策の指標 
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■公共施設の緑化 

第４章 緑の保全及び緑化の推進のための施策 

４-１ 基本施策 

出典：とみさと市民活動サポートセンター 
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第４章 緑の保全及び緑化の推進のための施策 

４-１ 基本施策 

 

 

 

 

①拠点都市公園の整備 関係課 

■都市公園の整備 

市街地の整備、人口の増加に併せ、整備の必要性、緊急性等を考慮し、計画

的かつ適正な整備に努めます。 

都市計画課 

 

②旧岩崎久彌末廣農場別邸公園等の整備 関係課 

■旧岩崎久彌末廣農場別邸公園の整備 

都市公園の特殊公園としての位置づけにより、歴史的価値を活かした公園

づくりを目指します。 

生涯学習課 

■旧岩崎久彌末廣農場別邸公園の管理 

歴史公園として、周囲の環境や社会的な動向も踏まえ、指定管理者制度等の

導入を検討し、より良い管理体制を目指します。 

生涯学習課 

■富里市観光・交流拠点施設「末廣農場」の管理 

旧岩崎久彌末廣農場別邸公園と一体的なコンセプトのもと、指定管理者制

度による管理運営を実施します。 

商工観光課 

 

③地域の防災拠点の整備 関係課 

■都市公園の地域防災拠点としての機能強化 

関連する部署との連携を図り、都市公園の改修の機会等に、延焼防止機能

（延焼遮断効果）の拡充を推進するため、植栽する樹木を防火効果が期待でき

る種類への変更を検討します。 

 また、公園施設の改修時等には、防災機能を有したものへの変更を検討し、

地域防災拠点の機能強化の拡充に努めます。 

防災課 

■都市公園の地域防災拠点としての施設整備 

地域防災拠点として、都市公園の防災性能の向上に努めます。 
都市計画課 

 

  

基本施策 5：地域の拠点となる公園・緑地を創ります 

施策の展開 
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■富里中央公園 ■新木戸大銀杏公園 

■旧岩崎久彌末廣農場別邸公園に隣接した谷津の再生 

出典：おしどりの里を育む会 

第４章 緑の保全及び緑化の推進のための施策 

４-１ 基本施策 

 

 

施策の指標 
施策の 

展開番号 

現状値 

令和 2年度 

（2020 年度） 

目標値 

令和 13年度 

（2031 年度） 

市内公園数（※再掲） ① 122 箇所 133 箇所 

都市公園内のバリアフリー化施設数 ① 0箇所 累計 10箇所 

指定管理者制度等の導入 ② 0件 2件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策の指標 
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第４章 緑の保全及び緑化の推進のための施策 

４-１ 基本施策 

 

 

 

 

 

①緑化活動の啓発 関係課 

■市民等による緑化活動の情報発信 

市民活動を身近に感じてもらうため、市ホームページ、Facebook や刊

行物を活用するほか、区・自治会などとも連携し、市内の協働事例を市民

に分かりやすく情報発信します。 

市民活動推進課 

■緑化に繋げる活動の推進 

土地所有者に対し、空き地の雑草等の除去を適正に行うように指導しま

す。 

また、環境美化推進員制度を活用し、環境美化への啓発活動を推進しま

す。 

環境課 

 

②緑化イベントの開催 関係課 

■市民などの緑化活動の促進 

市民活動団体などと市の協働で、市民活動フェスタを開催し、団体の活

動をより多くの市民に紹介し、市民活動団体の情報を活用することによ

り、市内の市民活動や市民活動団体などの活性化を図ります。 

市民活動推進課 

■緑化イベントの開催 

街中に花を植える活動や環境美化推進員制度を活用した環境美化への

啓発活動を推進します。 

環境課 

 

③環境学習・体験学習 関係課 

■市民活動団体等による講座 

各種団体の取組事例等を市民等のニーズに応じて提供する「架け橋～市

民活動出前講座～」を実施します。 

また、講座を市民に広く周知するとともに、講師派遣可能な団体を把握

し、市民等のニーズに応じた講師を派遣します。 

市民活動推進課 

 

基本方針 3：緑を育てる 

基本施策 6：緑に携わる人材を育てます 

施策の展開 
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第４章 緑の保全及び緑化の推進のための施策 

４-１ 基本施策 

■環境について学ぶ機会の提供 

こどもエコクラブの活動を支援するとともに、環境講座や自然観察会な

どの環境について学ぶ機会を提供します。 

環境課 

■体験型環境学習や自然観察会の推進 

 自然環境に関する知識を深めてもらうため、体験型の環境学習や自然観

察会を行います。 

生涯学習課 

■緑と市民のふれあいの場の創出 

 富里にんじんウォークを通じて、寺社等の文化財や自然の緑とのふれあ

いの場を創出します。 

健康推進課 

 

④里山管理の担い手育成 関係課 

■市民活動団体等の人材育成 

人材を発掘し、地域活動に必要なスキルなどを習得する人材を育成する

ために、とみさと協働塾を開催し、市民活動団体等が継続して自立した活

動が行えるように支援します。 

市民活動推進課 

■里山の保全活動の人材育成 

自然環境の環境学習を推進するため、環境学習等育成講習会を実施する

など、指導者を育成するとともに、市民の自然保護活動を促進するための

支援を行います。 

また、環境活動の更なる拡大を図るため、環境保全活動を行うグルー

プ間の交流を促進します。 

環境課 

 

⑤農業の担い手育成 関係課 

■新規就農者等の育成支援 

 新規就農者への育成支援や認定農業者等への支援を行い、農業を担う人

材育成を図ります。 

農政課 

 

⑥森林整備の担い手育成 関係課 

■人材育成、担い手の確保 

森林所有者の高齢化などにより、担い手の確保が難しいことから、市民

活動団体等との連携や森林ボランティア等の育成を図ります。 

農政課 
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第４章 緑の保全及び緑化の推進のための施策 

４-１ 基本施策 

■市民団体による緑化美化活動 

出典：ひよしグリーンロード再生会 出典：ひよしグリーンロード再生会 

 

 

施策の指標 
施策の 

展開番号 

現状値 

令和 2年度 

（2020 年度） 

目標値 

令和 13 年度 

（2031 年度） 

市民活動の情報発信回数 ① 145 回/年 150 回/年 

市民活動団体等のイベント開催回数 ② 1回/年 1回/年 

街角花いっぱいボランティアグループ数 ② 7団体 7 団体 

花苗の植栽をした公園数 ② 28箇所 28箇所 

環境学習実施回数 ③ 0回 3回以上/年 

とみさと協働塾開催回数 ④ 5回/年 10 回/年 

環境学習等育成講習会実施回数 ④ 0回 2回/年 

新規就農者数 ⑤ 4人/年 7人/年 

認定農業者数 ⑤ 230 人 260 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策の指標 
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出典：NPO法人 NPO富里のホタル 

出典：おしどりの里を育む会 

■体験型の自然学習 

第４章 緑の保全及び緑化の推進のための施策 

４-１ 基本施策 

■市民団体による里山の再生 

出典：NPO法人 NPO富里のホタル 
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第４章 緑の保全及び緑化の推進のための施策 

４-１ 基本施策 

 

 

 

 

①市民活動のＰＲ 関係課 

■市民活動等による緑化活動の情報発信 

市民活動を身近に感じてもらうために、市ホームページ、Facebook や

刊行物を活用するほか、区・自治会などとも連携し、市内の協働事例を市

民に分かりやすく情報発信します。 

市民活動推進課 

■環境保全活動の周知 

環境保全活動に関する表彰制度を検討します。 

また、環境講座や自然観察会などの環境について学ぶ機会を提供しま

す。 

環境課 

 

②市民協働による公園緑地の管理 関係課 

■公園緑地における市民活動団体等による緑化活動支援 

市内で公益活動を実施する団体に対して公募型の補助金を交付し、財政

的支援を行います。 

また、とみさと市民活動サポートセンターを拠点として、市民活動団体

等への交流の場の提供、市民活動に関する情報収集と情報発信の場の提供

を行い、活動の継続と拡充に繋がるよう支援します。 

市民活動推進課 

■公園の市民参加による維持管理 

自治会等と公園管理協定を締結し、市民と協働で除草、植栽の定期的な

管理を行うとともに、遊具等施設の点検を行い、維持管理に努めます。 

都市計画課 

■児童遊園の市民参加による維持管理 

自治会等と児童遊園管理協定を締結し、市民と協働で除草、植栽の定期

的な管理を行うとともに、遊具等施設の点検を行い、維持管理に努めます。 

子育て支援課 

 

  

基本施策 7：多様な主体の参画のための仕組みを育てます 

施策の展開 
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第４章 緑の保全及び緑化の推進のための施策 

４-１ 基本施策 

③市民、事業者等による自然環境保全活動 関係課 

■市民や事業者等の環境保全活動の支援 

市内で公益活動を実施する団体に対して公募型の補助金を交付し、財政

的支援を行います。 

また、とみさと市民活動サポートセンターを拠点として、市民活動団体

等への交流の場の提供、市民活動に関する情報収集と情報発信の場の提供

を行い、活動の継続と拡充に繋がるように支援します。 

市民活動推進課 

■環境保全活動の組織づくりや活動支援 

ゴミゼロ運動やポイ捨てナイナイキャンペーンなど、自治会や各種団体

による清掃活動を支援します。 

また、環境美化推進員制度を活用し、環境美化への啓発活動を推進しま

す。 

環境課 

■貴重植物の保全活動 

市指定記念物として指定した樹木や草花の自生地などの貴重植物の保

全活動のほか、市民や市民団体の協力のもと、絶滅危惧種に指定されてい

る貴重な植物等を中心に自生地調査を実施します。 

生涯学習課 

■緑の募金活動の推進 

緑の募金を活用し、緑化の推進を図ります。 
農政課 

 

 

施策の指標 
施策の 

展開番号 

現状値 

令和 2年度 

（2020 年度） 

目標値 

令和 13年度 

（2031 年度） 

市民活動の情報発信回数（※再掲） ① 145回/年 150 回/年 

とみさと市民活動サポートセンターへの 

相談、問合せ件数（※再掲） 
② ③ 114件/年 150 件/年 

とみさと市民活動サポートセンター登録団体数 

（環境保全）（※再掲） 
② ③ 7団体 9団体 

管理協定締結公園数（※再掲） ② 68箇所 79 箇所 

管理協定締結児童遊園数（※再掲） ② 14箇所 14 箇所 

貴重植物保全活動 ③ 2回/年 4回/年 

貴重植物自生株数 ③ 3,646 株 3,646 株 

 

  

施策の指標 
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センダイタイゲキ

 

福寿草群落 カタクリ自生地 

出典：おしどりの里を育む会 

出典：NPO 法人 NPO富里のホタル 出典：ひよしグリーンロード再生会 

■市民団体による大学等と連携した谷津の調査 

第４章 緑の保全及び緑化の推進のための施策 

４-１ 基本施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■市指定記念物 

■市内に生息するホタル 

■市民団体による緑化美化活動 
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第４章 緑の保全及び緑化の推進のための施策 

４-１ 基本施策 

 

 

 

 

 

①拠点公園の再整備 関係課 

■拠点公園の機能強化のための整備の推進 

市街地の整備、人口の増加に併せ、整備の必要性、緊急性等を考慮し、

計画的かつ適正な整備に努めます。 

都市計画課 

 

②官民連携の推進 関係課 

■事業者等による地域活動の促進 

地域活動を実施している事業者の情報を収集し、それら情報を広報する

ことにより、まだ地域活動を始めていない事業者の地域活動への意識を高

め、活動の促進を図ります。 

市民活動推進課 

■自然エネルギーの推進 

公共施設で使用する電気について、自然エネルギーの利用を検討し、 

カーボンニュートラルの推進を図ります。 

企画課 

■指定管理者制度の活用 

旧岩崎久彌末廣農場別邸公園は歴史公園として、周囲の環境や社会的な

動向も踏まえ、指定管理者制度等の導入を検討し、より良い管理体制を目

指します。 

生涯学習課 

富里市観光・交流拠点施設「末廣農場」は、旧岩崎久彌末廣農場別邸公

園と一体的なコンセプトのもと、指定管理者と協働により、「富里の農・

自然・歴史・文化」の魅力を発信します。 

商工観光課 

■公募設置管理制度の導入 

都市公園に公募設置管理制度の導入を検討し、官民連携による公園の整

備に努めます。 

都市計画課 

  

基本方針 4：緑を活かす 

基本施策 8：公園・緑地拠点を活かします 

施策の展開 
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第４章 緑の保全及び緑化の推進のための施策 

４-１ 基本施策 

③拠点公園緑地の活用 関係課 

■観光資源としての機能強化 

旧岩崎久彌末廣農場別邸公園をはじめ、市内にある観光資源の活用促進

を図ります。 

商工観光課 

■公園施設の活用 

官民連携によるイベント等を実施するなど、有効的な公園施設の活用に

努めます。 

都市計画課 

 

④防災拠点の活用 関係課 

■地域の防災訓練等の会場としての活用 

自主防災組織や自治会が実施する防災訓練の会場や有事のときに集合

場所として使用するなど防災拠点として活用します。また、指定緊急避難

場所として指定している公園については、平時から災害が発生し、屋内に

とどまることが危険な状態になったときに、安全を確保した上で、一時的

に避難する場所として活用します。 

防災課 

■地域の防災拠点としての活用 

防災拠点として、公園の防災機能の向上に努めます。 
都市計画課 

 

 

施策の指標 
施策の 

展開番号 

現状値 

令和 2年度 

（2020 年度） 

目標値 

令和 13年度 

（2031 年度） 

市内公園数（※再掲） ① 122 箇所 133箇所 

地域活動に参加する事業者数 ② 0社 50社 

指定管理者制度等の導入（※再掲） ② 0件 2件 

観光地づくりに関する事業実施件数 ③ 0件 累計 8件 

農業や自然に関連した新たな観光メニューの件数 ③ 0件 累計 6件 

公園でのイベント開催件数 ③ 0件 5件/年 

公園での防災訓練等活用件数 ④ 2件/年 4件/年 

 

  

施策の指標 
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第４章 緑の保全及び緑化の推進のための施策 

４-１ 基本施策 

 

 

 

 

①地域住民と協力した公園づくり 関係課 

■地域住民と協力した公園づくり 

自治会等と公園管理協定を締結し、市民と協働で除草、植栽の定期的な

管理を行うとともに、遊具等施設の点検を行い、維持管理に努めます。 

都市計画課 

■地域住民との協力した児童遊園づくり 

自治会等と児童遊園管理協定を締結し、市民と協働で除草、植栽の定期

的な管理を行うとともに、遊具等施設の点検を行い、維持管理に努めます。 

子育て支援課 

 

②公園の機能拡充 関係課 

■身近な公園施設の防災機能の拡充 

関係する部署との連携を図り、公園施設の改修時等に、防災機能を有し

たものへの変更を検討し、身近な公園施設の防災機能の拡充に努めます。 

防災課 

■身近な公園施設の機能拡充 

整備の必要性、緊急性等を考慮し、計画的かつ適正な公園施設の機能拡

充に努めます。 

都市計画課 

 

③身近な防災拠点の活用 関係課 

■身近な公園の地域防災力の向上 

自主防災組織や自治会が実施する防災訓練の会場として活用します。ま

た、指定緊急避難場所として指定している公園については、平時から災害

が発生し、屋内にとどまることが危険な状態になったときに、安全を確保

した上で、一時的に避難する場所としての認識を深めてもらうなど、地域

防災力の向上に努めます。 

防災課 

■身近な公園の防災機能の拡充 

防災拠点として、公園の防災機能の向上に努めます。 
都市計画課 

  

基本施策 9：身近な公園を活かします 

施策の展開 
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■日吉台第２公園

公園 

■日吉台第８公園 

第４章 緑の保全及び緑化の推進のための施策 

４-１ 基本施策 

■獅子穴公園 

 

 

施策の指標 
施策の 

展開番号 

現状値 

令和 2年度 

（2020 年度） 

目標値 

令和 13 年度 

（2031 年度） 

管理協定締結公園数（※再掲） ① 68箇所 79箇所 

管理協定締結児童遊園数（※再掲） ① 14箇所 14箇所 

公園での防災訓練等活用件数（※再掲） ③ 2件/年 4件/年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策の指標 


